
 

平成２７年１０月１６日 

申立書 
放送倫理・番組向上機構 御中 

 

大阪維新の会 事務局長 喜多義典 

 

放送局 ＡＢＣ朝日放送 
番組名 おはようコール 
放送日時 月曜から金曜 ＡＭ５時から６時４５分 
  
平成２７年１１月２２日には、大阪府知事選挙、大阪市長選挙が行われる。 
現在、大阪では、大阪維新の会所属の候補予定者と非維新勢力が結集して支援する候補予定者

が激しく論戦しているところである。候補者のみならず、大阪維新の会と非維新の政治団体同士

も激しく論戦している状況である。 
特に今回の選挙は、大阪の将来にとって重要な選挙となることは周知の事実である。 

このような状況において、特にテレビ番組の政治的公平性が強く求められる中、上記番組にレギ

ュラーコメンテーターとして出演中の藤井聡氏が、自民党が支援する候補者や自民党議員に対し

て別添１のようなメールを送信した。 
過日平成２７年４月１２日に統一地方選挙、５月１７日にいわゆる大阪都構想の住民投票が行

われたが、この統一地方選挙や住民投票が差し迫った期間において、同局の別番組（正義のミカ

タ）に出演している藤井氏の問題性を、当会は同局に指摘したが、同局は何ら問題ないとの回答

であった。 
統一地方選挙で大阪維新の会と非維新が激しく闘い、住民投票でも賛成・反対が激しく争われ

ているときに、明らかに自民党を支援し続け、現に統一地方選挙直近の自民党候補者の政治集会

や大阪都構想反対集会に参加して、自民党候補者を応援し、大阪維新の会を批判し、大阪都構想

に反対する持論を展開し、過去には当会代表の橋下徹個人に対して人格的侮辱まで行っている藤

井氏を、テレビ番組のレギュラーコメンテーターに起用し続けることには大きな問題があること

を、当会は指摘したのである。 
藤井氏の政治的発言が自由であることは言うまでもない。しかし放送局は、テレビ番組が特定

の候補者や特定の政治団体を利すること、または特定の候補者や特定の政治団体を不利にするこ

とに「使われないよう」に細心の注意を払わなければならない。出演者の発言が「結果として」

特定の候補者や特定の政治団体を利することになったり、また特定の候補者や特定の政治団体を

不利にしたりするのは当然のことである。まさに言論の自由である。しかし、出演者によって、



特定の候補者や特定の政治団体を利すること、または特定の候補者や特定の政治団体を不利にす

ることを目的として番組が使われることはあってはならないことである。 
藤井氏の問題性はこれまでも指摘し続けてきたが、別添１によって、同氏は特定の候補者や特

定の政治団体を利すること、または特定の候補者や特定の政治団体を不利にすることを目的とし

てテレビ番組を利用していることが明らかとなった。 
同氏の発言等は政治的自由の一環として保障されるのは当然であるが、特定の候補者や特定の政

治団体を利すること、または特定の候補者や特定の政治団体を不利にすることを目的としてテレ

ビ番組を利用しようとする意図を明確に持つ者を、テレビ番組のレギュラーコメンテーターとし

て起用し続けることは、放送法４条に明確に違反する。 
なお別添１のメールは、信頼し得る者から入手した物であり、その者の立場、入手経路、その

内容からして、真実の物と考えられるが、当会の裏付け調査にも限界がある。 
貴機構において当事者からの事情聴取などで真偽を確認して頂きたい。 
 

 
放送局 ＡＢＣ朝日放送 
番組名 正義のミカタ 
放送日 土曜日 ＡＭ９時３０分から１１時 
  
放送局 関西テレビ 
番組名 ゆうがた LIVEワンダー 
放送日 月曜から金曜日 ＰＭ３時５０分から７時 
  
藤井聡氏が、特定の候補者や特定の政治団体を利すること、または特定の候補者や特定の政治団体

を不利にすることを目的としてテレビ番組を利用しようとしている意図を有していることは別添１の通り

である。 
有識者としての立場で、大阪維新の会や大阪都構想を批判することが自由なのは言うまでもな

い。 
ところが別添１によれば、藤井氏の発言は有識者としての発言なのか、特定の候補者や特定の政

治団体を利すること、または特定の候補者や特定の政治団体を不利にすることを目的としている

発言なのかは判然としない。 
また別添１によれば、番組制作過程において藤井氏が様々な意見を述べることが、有識者の立

場としての意見なのか、特定の候補者や特定の政治団体を利すること、または特定の候補者や特

定の政治団体を不利にすることを目的としての意見なのか判然としない。 
さらに番組制作過程は公にされず、藤井氏がどれほど番組制作過程に関与したのか、そして当

該番組が同氏の関与によってどのような影響を受けたのかは、視聴者には全く分からない。 



事実としては、別添１にある通り、藤井氏が、特定の候補者や特定の政治団体を利すること、

または特定の候補者や特定の政治団体を不利にすることを目的としてテレビ番組を利用しよう

とする意図を有していることである。 
標記２番組は、大阪維新の会や大阪都構想の話題について随時取り上げ、藤井氏も番組内で多

数コメントをしている。藤井氏の言論は保障されることはもちろんだが、別添１を基に社会通念

に照らせば、藤井氏が出演する番組が、特定の候補者や特定の政治団体を利すること、または特

定の候補者や特定の団体を不利にすることに利用されていると推認せざるを得ない。 
このような状況下で、藤井氏を番組のレギュラーコメンテーターに起用し続けることは、放送

法４条に抵触するし、少なくとも放送倫理上問題である。 
 

資料 

別添１メール 

過去朝日放送への送付資料一式 

 以上 

 










